
中学校部活動の地域展開についての“おたより”です 

　　　        　令和 ８ 年 ４ 月 号（その２） （No.12） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊那市立中学校部活動の地域展開協議会 

事務局：伊那市教育委員会学校教育課 

 

★ 今回は、「認定地域クラブ活動」について、伊那市の考え方をお知らせします。 

 

テーマ　認定地域クラブ活動について 

＜認定地域クラブ活動に認定されるメリット（支援される内容例）＞ 

☆ 学校施設の優先使用ができる。＝認定のない地域クラブ活動は、一般のクラブ活動と同様の立場 

　・ 学校施設の空き状況により、中学校部活動に次いで優先的に使用することができる。 

☆ 学校備え付けの設備や備品、市で整備した大型楽器等の使用ができる。 

☆ 市で規定されている大会等への参加に係る輸送費用の補助が受けられる。 

☆ 伊那市認定地域クラブ活動支援補助金の交付が受けられる。 

☆ 指導者及び代表者等の研修受講ができる。 

　・ 市スポーツ課や伊那市総合型地域スポーツクラブが主催する研修の受講ができる。 

　　　 様々な分野に於ける研修等を通して、指導者等としてのスキルアップができる。 

☆ 学校以外の市の施設（社会教育施設等）の使用料等に係る補助（減免措置）がある。 

☆ 経済的に困窮する世帯への補助が受けられる。 

☆ 地域クラブ活動の運営に関して担当者等と相談することができる。 

 

上記（☆）の支援等を受けるためには、 

　　　　　 「伊那市認定クラブ活動」の認定が必要です。 
 

＜認定地域クラブ活動に認定されるために必要な主な要件＞ 

　 ○ 中学校部活動が担ってきた教育的意義の継承・発展した活動であること 

　　・ 希望する活動に主体的に参加する、豊かで幅広い活動機会の保障　等 

　　 ○ ガイドラインに示された適切な活動時間や休養日が設定されていること 

　　 ○ 適切な安全確保の体制が確保されている。 

　　　・ 指導者等の不適切な行為の防止の徹底、指導者等の研修（指導者等の資質向上） 

　　 ○ 適切な運営体制が確保されていること 

　　　・ 透明性の高い組織運営（会計等を含む） 

　　 ○ 学校との連携が適切に行われていること 

　　　・ 学校教職員と地域クラブ活動指導者等との連絡・調整 

○ 活動の運営に必要な範囲で、可能な限り低廉な参加費等が設定されていること　等 

 

☆ 「認定地域クラブ活動」の認定については、次のホームページでご確認ください。 

　「伊那市公式ＨＰ」→「くらし・行政」→「子育て・教育」→「学校教育」→ 

「伊那市立中学校部活動の地域展開協議会」→ 

「伊那市認定地域クラブ活動の認定について」 

　○ 内容をご確認いただき、必要な書類等の提出をお願いします。＜裏面参照＞ 

令和９年４月からの土日の活動は、（認定）地域クラブ活動で行います。 

また、可能な範囲で、徐々に平日の中学校部活動の地域展開を考えていきます。 

　○ 不明な点は、伊那市教育委員会学校教育課（78-4111<2712>）にご照会ください。



地域クラブ等提出書類等一覧表 

 

Ⅰ　中学校部活動が地域展開された「地域クラブ活動」が成立したら、以下の書類を

提出してください。 

 

１　「地域クラブ活動」についての提出表（別紙） 

２　当該団体の規約又は規程 

３　当該団体の運営方針・活動計画書 

４　当該団体の予算書 

５　当該団体の傷害保険加入状況が分かる書類 

６　当該団体の年間活動計画表（○Ａ表・○Ｂ表） 

 

　　　　　　提出先：伊那市教育委員会学校教育課 

 

Ⅱ　「伊那市認定地域クラブ活動」認可を希望する地域クラブ活動は、以下の書類を

提出してください。この場合は、Ⅰの提出は不要です。 

　◎ 「『伊那市認定地域クラブ活動』の認定に関する要項」を事前にご検討ください。 

　　　この要項は、ＨＰに掲示しています。 

　　 

　　１　伊那市認定地域クラブ活動認可申請書（様式あり） 

　　２　伊那市認定地域クラブ活動認可要件確認書（様式あり） 

　　３　当該団体の規約又は規程 

　　４　当該団体の役員名（代表者他）、指導者名、会員名簿 

　　５　当該団体の活動内容が分かるもの（運営方針、活動計画書、予算書） 

　　６　当該団体の傷害保険加入状況が分かる書類 

７　当該団体の会計関係書類（付：通帳のコピー＝代表者名、口座番号等が分かるもの） 

８　当該団体の年間活動計画表（○Ａ表・○Ｂ表） 

　　９　その他、伊那市教育委員会が必要と認め、提出を求める書類　等 

 

　　　　　　　　　提出先：伊那市教育委員会学校教育課 

 

※ 認定地域クラブ活動の認定期間は、当該認定をした日から当該認定をした日の属

する年度が終了する日までとする、と「伊那市認定地域クラブ活動の認定に関する

要項」に規定されています。 

※ 従って、Ⅱに係る書類は、毎年度準備が整った段階で提出していただきます。 

　　　　　　　　（要件を満たさなくなったときは、認定の取り消しをする場合もあります） 

 

◎ 詳細については、市ＨＰなどで確認してください。 

様式が規定されている文書以外は、地域クラブ活動の様式でご提出ください。 

 

☆ 令和８年度末まで、認定地域クラブ活動支援補助金も交付しています。詳細は、伊

那市公式ＨＰによりご確認ください。

市 HPに掲載中 
(協議会 No.2) 


